
１　支援金の額
藍住町ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ あいのすけ

単身の場合 ： ６０万円

世帯の場合 ： １００万円

２　対象者の要件

次の全てに該当すること。

□
住民票を移す直前の１０年間のうち通算５年以上、東京２３区内在住又は条件不利地域以外の東京
圏在住で東京２３区内に通勤（雇用保険の被保険者又は個人事業主に限る）

□
住民票を移す直前に連続して１年以上、東京２３区内在住又は条件不利地域以外の東京圏在住で東
京２３区内に通勤（雇用保険の被保険者又は個人事業主に限る）

次の全てに該当すること。

□ 平成３１年４月２６日以降に藍住町に転入

□ 移住支援金の申請時において転入後３か月以上１年以内

□ 移住支援金の申請日から５年以上、藍住町内に継続して居住する意思を有している

次の全てに該当すること。

□ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者に該当しない

□
日本人又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の
いずれかの在留資格を有する

□ 徳島県又は藍住町が移住支援金の対象として不適当と認めた者に該当しない

次に掲げる事項の全てに該当すること。

□ 勤務地が徳島県内であること。

□
就業先が、徳島県就職支援情報サイト「ジョブなび徳島」（https://jobnavi-tokushima.jp/）に
移住支援金の対象として掲載されている求人であること。

□
上記求人への応募日が、「ジョブなび徳島」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以
降であること。

□
就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就
業でないこと。

□
週２０時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して３か月以上在職してい
ること。

□ 当該法人に、移住支給金の申請日から５年以上、継続して勤務する意思を有していること。

□ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

□
１年以内に徳島県が実施する創業支援補助金の交付決定を受けていること。
　※創業支援補助金のお問合せ先：公益財団法人とくしま産業振興機構 (088)654-0103

次に掲げる事項の全てに該当すること。

□ 申請者を含む２人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

□ 申請者を含む２人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

□ 申請者を含む２人以上の世帯員が、いずれも平成３１年４月１日以降に転入したこと。

□ 申請者を含む２人以上の世帯員が、いずれも支給申請時に転入後３か月以上１年以内であること。

□ 世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

　（注意）申請から５年以内に徳島県外へ転出されますと、補助金を返還していただくことがあります。

３　申請の方法

転入後、要件を満たしてから申請することができます（事前相談可）。

２月末日までに、申請書及び添付書類を政策推進室窓口に提出してください。

【問合せ】　総務企画課政策推進室　電話：(088)637-3124　電子メール：kikaku@aizumi.i-tokushima.jp

世帯の場合
のみ

　東京圏から地方への移住支援のため、東京２３区内に在住又は在勤していた方が藍住町
に転入して就業・起業した場合に、「藍住町わくわく移住支援金」を支給します。
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東京圏からの移住を応援！

引っ越し費用や新生活の準備に

お役立てください！！
※令和2年度から要件が緩和されました


